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市では、みどり市デジタル化推進計画において、｢市民生活の利便性向上｣に資する取り組み

の一つとして、市民がいつでも、どこでも行政サービスが利用できるよう、行政手続きのオンライン

化と併せて手続きの簡略化を進めることを掲げています。 

今回、その取り組みの一環として、２月１日より出生届及び新生児に係る諸手続のオンライン化

を開始しました。これにより、生まれたお子さんに関連する手続きについて、スマートフォンやパソ

コンを使い、自宅から手続きが可能となり、「行かない窓口」を実現します。 

今後は、各種手続きにおけるオンライン申請の拡充を行い、証明書のコンビニ交付の推進によ

り「行かない窓口」を実現し、窓口申請支援システム等の導入による「書かない窓口」も実現するこ

とで、市民に優しい窓口を目指します。 

 

■　出生届及び新生児に係る諸手続きのオンライン化　【拡充】 

・従来は窓口来庁または郵送で提出する必要があった出生届について、マイナポータルを

利用したオンライン申請が可能となりました。 

・出生届と併せて必要となる新生児に係る諸手続についても、オンライン申請が可能とな

りました。 

【新生児に係る諸手続】 

新生児のマイナンバーカードの特急発行申請、出生連絡票、国民健康保険加入、福祉医

療、おむつ用品券、出産被保険者（国保）の減額手続 

※児童手当、保育園などの入所申込は既に実施済み 

■　オンラインの特徴 

・24 時間いつでも、自宅や実家など場所を選ばずに手続きが可能 

・外出不要となり、移動時間や窓口待ち時間の負担を削減 

■ 対象 

・みどり市に本籍があり、国内で出生した子の父または母（婚姻関係にない場合は母） 

・両親（婚姻関係にない場合は母）が日本国籍を有していること 

※出産後の諸手続は、みどり市に住所がある方が対象となります。 

■　実施日 

　令和８年２月１日 

 

 

窓口サービス向上のための取り組み 

～オンライン出生届を開始しました～

みどり市



問い合わせ 

みどり市 市民部 市民課 
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